
�愛媛県告示第１２９５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、波方町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は波方町の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１５年６月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２９６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、波方町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１５年６月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２９７号
理容師法（昭和２２年法律第２３４号）第１１条の４第２項の規

定により、次のとおり講習会を指定した。

平成１５年６月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 講習会の名称

管理理容師資格認定講習会

２ 主催者

東京都港区虎ノ門一丁目２６番５号

財団法人理容師美容師試験研修センター

３ 講習日

平成１５年８月１８日から９月２２日までの毎月曜日

（９月１日、８日及び１５日を除く。）

４ 講習場所

松山市宮田町１３２番地

ピュアフル松山（勤労会館）

５ 受講料

１４，０００円

�������
�愛媛県告示第１２９８号
美容師法（昭和３２年法律第１６３号）第１２条の３第２項の規

定により、次のとおり講習会を指定した。

平成１５年６月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 講習会の名称

管理美容師資格認定講習会

２ 主催者

東京都港区虎ノ門一丁目２６番５号

財団法人理容師美容師試験研修センター

３ 講習日

平成１５年８月１８日から９月２２日までの毎月曜日

（９月１日、８日及び１５日を除く。）

４ 講習場所

松山市宮田町１３２番地

ピュアフル松山（勤労会館）

５ 受講料

１４，０００円

�愛媛県告示第１２９９号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１５年６月６日

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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平成１５年６月６日金曜日 第１４６３号

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

波方町大字宮崎字小鯛ヶ浦甲６４７、甲６４８の１及び
甲６４８の２、字大畑甲６７９の１並びに字番所乙２１５
の１０、乙２４９の２及び乙２５２の地先

１２，３０９．６３

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大字
宮崎

字
小鯛
ヶ浦

波方町大字宮崎字小鯛ヶ浦甲６４７、甲６４８
の１及び甲６４８の２、字大畑甲６７９の１並
びに字番所乙２１５の１０、乙２４９の２及び乙
２５２の地先公有水面埋立地

１２，３０９．６３

毎週（火・金）曜日発行 第１４６３号 平成１５年６月６日
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愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３００号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１５年６月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３０１号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１５年６月６日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３０００７８１１６ 有限会社アポトライ 宇和島市丸之内３丁
目２番１号 井 上 貴 博 児童居宅介護 ラポールヘルパース

テーション
宇和島市恵美須町１
丁目１番３号

平成１５年
５月１日

３８０００３０００７９１１４ 社会福祉法人五十崎町社会福祉協議会
喜多郡五十崎町大字
平岡甲１６８番地 和 田 親 人 児童居宅介護 五十崎町社会福祉協

議会
喜多郡五十崎町大字
平岡甲１６８番地

平成１５年
５月１日

３８０００３０００８０１１２ 株式会社富士タクシー
八幡浜市１４６０番地１０
３ 甲 野 恵 三 児童居宅介護 富士介護サービス 八幡浜市１４６０番地１０

３
平成１５年
５月１日

３８０００３０００８１１１０ 社会福祉法人生名村社会福祉協議会
越智郡生名村６２５番
地 田 尾 紀 児童居宅介護 社会福祉法人生名村

社会福祉協議会
越智郡生名村２１３３番
地の３

平成１５年
５月１日

３８０００３０００８２１１８ 有限会社ケアサービスみどり
今治市八町西２丁目
６番２１号 越 智 孝 児童居宅介護 有限会社ケアサービ

スみどり
今治市八町西２丁目
６番２１号

平成１５年
５月１日

３８０００３０００８３１１６ 社会福祉法人弓削町社会福祉協議会
越智郡弓削町上弓削
２１８番地の２ 中 辻 兵 次 児童居宅介護 社会福祉法人弓削町

社会福祉協議会
越智郡弓削町上弓削
２１８番地の２

平成１５年
５月１日

３８０００３０００８４１１４ 社会福祉法人中山町社会福祉協議会
伊予郡中山町大字出
渕２番耕地１３８番地
１

西 岡 芳 教 児童居宅介護
障害児居宅介護事業
所中山町社会福祉協
議会

伊予郡中山町大字出
渕２番耕地１３８番地
１

平成１５年
５月１日

３８０００３０００８５１１１ 株式会社シルバーケアサービス
今治市八町西４丁目
１番１２号 富 田 美和子 児童居宅介護 ひまわりステーショ

ン
今治市八町西４丁目
１番１２号

平成１５年
５月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１０００８６１１１ 有限会社アポトライ 宇和島市丸之内３丁
目２番１号 井 上 貴 博 身体障害者居

宅介護
ラポールヘルパース
テーション

宇和島市恵美須町１
丁目１番３号

平成１５年
５月１日

３８０００１０００８７１１９ 社会福祉法人五十崎町社会福祉協議会
喜多郡五十崎町大字
平岡甲１６８番地 和 田 親 人 身体障害者居

宅介護
五十崎町社会福祉協
議会

喜多郡五十崎町大字
平岡甲１６８番地

平成１５年
５月１日

３８０００１０００８８１１７ 株式会社富士タクシー
八幡浜市１４６０番地１０
３ 甲 野 恵 三 身体障害者居

宅介護 富士介護サービス 八幡浜市１４６０番地１０
３

平成１５年
５月１日

３８０００１０００８９１１５ 社会福祉法人生名村社会福祉協議会
越智郡生名村６２５番
地 田 尾 紀 身体障害者居

宅介護
社会福祉法人生名村
社会福祉協議会

越智郡生名村２１３３番
地の３

平成１５年
５月１日

３８０００１０００９０１１３ 有限会社ケアサービスみどり
今治市八町西２丁目
６番２１号 越 智 孝 身体障害者居

宅介護
有限会社ケアサービ
スみどり

今治市八町西２丁目
６番２１号

平成１５年
５月１日

３８０００１０００９１１１１ 東宇和農業協同組合
東宇和郡宇和町大字
卯之町３丁目４３５番
地２

清 水 光 喜 身体障害者居
宅介護

ＪＡ東宇和ホームヘ
ルプサービスセンタ
ー

東宇和郡野村町大字
野村１２号４５４番地

平成１５年
５月１日

３８０００１０００９２１１９ 社会福祉法人弓削町社会福祉協議会
越智郡弓削町上弓削
２１８番地の２ 中 辻 兵 次 身体障害者居

宅介護
社会福祉法人弓削町
社会福祉協議会

越智郡弓削町上弓削
２１８番地の２

平成１５年
５月１日

３８０００１０００９３１１７ 西海町 南宇和郡西海町船越
１２８９番地１ 中 田 廣 身体障害者居

宅介護
西海町指定居宅介護
事業所

南宇和郡西海町樫月
２１２番１

平成１５年
５月１日

３８０００１０００９４１１５ 社会福祉法人中山町社会福祉協議会
伊予郡中山町大字出
渕２番耕地１３８番地
１

西 岡 芳 教 身体障害者居
宅介護

身体障害者居宅介護
事業所中山町社会福
祉協議会

伊予郡中山町大字出
渕２番耕地１３８番地
１

平成１５年
５月１日

３８０００１０００９５１１２ 森本建設株式会社 喜多郡内子町内子５７
５番地 森 本 継 雄 身体障害者居

宅介護
訪問介護センターや
すらぎ

喜多郡内子町内子７１
６番地

平成１５年
５月１日

３８０００１０００９６１１０ 社会福祉法人菊間町社会福祉協議会
越智郡菊間町池原２０
－１ 白 石 隆 彦 身体障害者居

宅介護
社会福祉法人菊間町
社会福祉協議会指定
訪問介護事業所

越智郡菊間町池原２０
－１

平成１５年
５月１日

３８０００１０００９７１１８ 株式会社シルバーケアサービス
今治市八町西４丁目
１番１２号 富 田 美和子 身体障害者居

宅介護
ひまわりステーショ
ン

今治市八町西４丁目
１番１２号

平成１５年
５月１日
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愛 媛 県 報平成１５年６月６日 第１４６３号

６６２



�������
�愛媛県告示第１３０２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、城川町から協議のあった町営土地改良事業（農

業用道路整備事業・田穂地区）の施行に平成１５年５月２６日同

意した。

平成１５年６月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３０３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、城川町から協議のあった町営土地改良事業（農

業用用排水施設整備事業・田穂地区）の施行に平成１５年５月

２６日同意した。

平成１５年６月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３０４号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定

により、次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成１５年６月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３０５号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示す

る。

平成１５年６月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

東宇和郡野村町大字野村１６号１０２２

	 指定の目的

水源のかん養


 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

北宇和郡広見町大字下大野２６６２から２６６４まで、２６６６か

ら２６７８まで

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００１０３１１３ 有限会社アポトライ 宇和島市丸之内３丁
目２番１号 井 上 貴 博 知的障害者居

宅介護
ラポールヘルパース
テーション

宇和島市恵美須町１
丁目１番３号

平成１５年
５月１日

３８０００２００１０４１１１ 社会福祉法人五十崎町社会福祉協議会
喜多郡五十崎町大字
平岡甲１６８番地 和 田 親 人 知的障害者居

宅介護
五十崎町社会福祉協
議会

喜多郡五十崎町大字
平岡甲１６８番地

平成１５年
５月１日

３８０００２００１０５１１８ 株式会社富士タクシー
八幡浜市１４６０番地１０
３ 甲 野 恵 三 知的障害者居

宅介護 富士介護サービス 八幡浜市１４６０番地１０
３

平成１５年
５月１日

３８０００２００１０６１１６ 社会福祉法人生名村社会福祉協議会
越智郡生名村６２５番
地 田 尾 紀 知的障害者居

宅介護
社会福祉法人生名村
社会福祉協議会

越智郡生名村２１３３番
地の３

平成１５年
５月１日

３８０００２００１０７１１４ 有限会社ケアサービスみどり
今治市八町西２丁目
６番２１号 越 智 孝 知的障害者居

宅介護
有限会社ケアサービ
スみどり

今治市八町西２丁目
６番２１号

平成１５年
５月１日

３８０００２００１０８１１２ 社会福祉法人弓削町社会福祉協議会
越智郡弓削町上弓削
２１８番地の２ 中 辻 兵 次 知的障害者居

宅介護
社会福祉法人弓削町
社会福祉協議会

越智郡弓削町上弓削
２１８番地の２

平成１５年
５月１日

３８０００２００１０９１１０ 社会福祉法人中山町社会福祉協議会
伊予郡中山町大字出
渕２番耕地１３８番地
１

西 岡 芳 教 知的障害者居
宅介護

知的障害者居宅介護
事業所中山町社会福
祉協議会

伊予郡中山町大字出
渕２番耕地１３８番地
１

平成１５年
５月１日

３８０００２００１１０１１８ 森本建設株式会社 喜多郡内子町内子５７
５番地 森 本 継 雄 知的障害者居

宅介護
訪問介護センターや
すらぎ

喜多郡内子町内子７１
６番地

平成１５年
５月１日

３８０００２００１１１１１６ 社会福祉法人菊間町社会福祉協議会
越智郡菊間町池原２０
－１ 白 石 隆 彦 知的障害者居

宅介護
社会福祉法人菊間町
社会福祉協議会指定
訪問介護事業所

越智郡菊間町池原２０
－１

平成１５年
５月１日

３８０００２００１１２１１４ 株式会社シルバーケアサービス
今治市八町西４丁目
１番１２号 富 田 美和子 知的障害者居

宅介護
ひまわりステーショ
ン

今治市八町西４丁目
１番１２号

平成１５年
５月１日

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成１８
年６月
２７日

愛媛県
第１２０９
号

混合石
灰肥料

くみあ
い粒状
土壌改
良用混
合石灰

アルカ
リ分
５０．０
く溶性
苦土
１０．０

公定規
格のと
おり

大日本ドロマ
イト鉱業株式
会社
愛媛県東宇和
郡城川町大字
田穂１４５６番地
２

平成１８
年６月
２４日

愛媛県
第１２１８
号

混合石
灰肥料

くみあ
い粒状
土壌改

アルカ
リ分
４５．０

公定規
格のと
おり

大日本ドロマ
イト鉱業株式
会社

良用混
合石灰
３０

く溶性
苦土
１０．０

愛媛県東宇和
郡城川町大字
田穂１４５６番地
２

平成１８
年６月
５日

愛媛県
第１２３６
号

魚廃物
加工肥
料

日振島
漁協魚
廃物加
工肥料

窒素全
量
６．０

りん酸
全量
１．５

公定規
格のと
おり

日振島漁業協
同組合
愛媛県宇和島
市日振島１６８２
番地
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	 指定の目的

水源のかん養


 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及

び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１３０６号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたか

ら、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準

用する同法第３０条の規定により告示する。

平成１５年６月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

周桑郡小松町大字石�字老ノ川・字大平（以上２字国
有林。次の図に示す部分に限る。）

	 保安林として指定された目的

水源のかん養


 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西条市西之川字元山丁・東之川字元山乙（以上２字国

有林。次の図に示す部分に限る。）

	 保安林として指定された目的

水源のかん養


 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

３� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

伊予三島市大字小川山字佐々連尾山（国有林。次の図

に示す部分に限る。）

	 保安林として指定された目的

水源のかん養


 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字佐々連尾山（国有林。次の図に示す部分に限る

。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

４� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

周桑郡小松町大字石�字上黒川・字老ノ川・字大平・
字成藪（以上４字国有林。次の図に示す部分に限る。）

	 保安林として指定された目的

水源のかん養


 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁

止する。

字大平（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字老ノ川（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

５� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西条市西之川字中之郷丁・字猪之谷丁・字元山丁・字

石�神社境外土地・東之川字元山乙・荒川字蔭地山・藤
之石字大保子谷山・字主谷山・字孫左荒・字寒風山・字

笹ケ峰山（以上１１字国有林。次の図に示す部分に限る。

）

	 保安林として指定された目的

水源のかん養


 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁

止する。

字元山丁・字元山乙・字寒風山（以上３字国有林

。次の図に示す部分に限る。）

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字石�神社境外土地・字大保子谷山・字主谷山・
字寒風山・字笹ケ峰山（以上５字国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

愛 媛 県 報平成１５年６月６日 第１４６３号

６６４



� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

６� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

越智郡玉川町大字木地字木地奥山・大字龍岡上字木地

奥山・字ゴザエモン谷（以上３字国有林。次の図に示す

部分に限る。）

	 保安林として指定された目的

水源のかん養


 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

７� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

周桑郡小松町大字石�字大成（国有林。次の図に示す
部分に限る。）

	 保安林として指定された目的

水源のかん養


 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

８� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西条市西之川字老野丁・字野地丁・字奥平丁（以上３

字国有林。次の図に示す部分に限る。）

	 保安林として指定された目的

水源のかん養


 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

９� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

周桑郡丹原町大字明河字モチ山（国有林。次の図に示

す部分に限る。）

	 保安林として指定された目的

水源のかん養


 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁

止する。

字モチ山（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字モチ山（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

１０� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

宇摩郡土居町字西山（国有林。次の図に示す部分に限

る。）

	 保安林として指定された目的

水源のかん養


 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字西山（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

１１� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

今治市大字長沢字医王山（国有林。次の図に示す部分

に限る。）

	 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備


 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

１２� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西条市西之川字元山丁・東之川字元山乙・藤之石字寒

風山・字大保子谷山・字主谷山（以上５字国有林。次の

図に示す部分に限る。）

	 保安林として指定された目的

公衆の保健
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 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁

止する。

字元山丁・字元山乙・字寒風山（以上３字国有林

。次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

１３� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西条市西之川字元山丁・字石�神社境外土地（以上２
字国有林。次の図に示す部分に限る。）

	 保安林として指定された目的

公衆の保健


 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る立木の伐採を禁止する。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

１４� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

周桑郡小松町大字石�字老ノ川・字大平（以上２字国
有林。次の図に示す部分に限る。）

	 保安林として指定された目的

公衆の保健


 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る立木の伐採を禁止する。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

１５� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

周桑郡丹原町大字明河字モチ山（国有林。次の図に示

す部分に限る。）

	 保安林として指定された目的

公衆の保健


 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁

止する。

字モチ山（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

１６� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

周桑郡小松町大字石�字大平・字成藪・字上黒川・字
老ノ川（以上４字国有林。次の図に示す部分に限る。）

	 保安林として指定された目的

公衆の保健


 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁

止する。

字上黒川・字老ノ川（以上２字国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

１７� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西条市西之川字石�神社境外土地・字元山丁・藤之石
字寒風山（以上３字国有林。次の図に示す部分に限る。

）

	 保安林として指定された目的

公衆の保健


 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁

止する。

字石�神社境外土地・字元山丁（以上２字国有林
。次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

１８� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

周桑郡小松町大字石�字大平・字老ノ川（以上２字国
有林。次の図に示す部分に限る。）

	 保安林として指定された目的

公衆の保健


 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

１９� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西条市藤之石字寒風山（国有林。次の図に示す部分に

限る。）
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	 保安林として指定された目的

公衆の保健


 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２０� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

周桑郡丹原町大字明河字モチ山（国有林。次の図に示

す部分に限る。）

	 保安林として指定された目的

公衆の保健


 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及

び関係書類を愛媛県庁並びに関係市役所及び町役場に備え置

いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１３０７号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたか

ら、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準

用する同法第３０条の規定により告示する。

平成１５年６月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

温泉郡重信町大字上林字善神山乙５９７

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立

木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

	 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及

び重信町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１３０８号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「

法」という。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の

出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁

、西条地方局丹原土木事務所及び東予市役所において告示の

日から起算して３週間公衆の縦覧に供する。

平成１５年６月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名及び住所

東予市

東予市周布３４９番地の１

代表者 市長 青野 勝

東予市楠甲４５３番地の９

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

東予市河原津甲１１８８番地先の公有水面

イ 区域

次の１点から１０点までを順次直線で結んだ線並びに

１０点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ

．＋３．８０メートル）における公有水面と陸との境界線

により囲まれた区域

基点（東予市河原津甲１１８８番地先北物揚場に設置さ

れた金属鋲）は、北緯３３度５８分２４秒、東経１３３度０４分

１２秒の地点

１点は、基点から真北５３度４２分０９秒１６．５８メートル

の地点

２点は、１点から真北５２度３７分０２秒５．５４メートルの

地点

３点は、２点から真北５１度５８分２８秒６．５８メートルの

地点

４点は、３点から真北５１度５７分０４秒３．２６メートルの

地点

５点は、４点から真北５２度２０分２１秒２．６０メートルの

地点

６点は、５点から真北５７度２５分１２秒３．２４メートルの

地点

７点は、６点から真北６０度４４分５１秒１．９３メートルの

地点

８点は、７点から真北１４２度５９分１０秒１２．２２メート

ルの地点

９点は、８点から真北２３２度５９分１０秒８０．５０メート

ルの地点

１０点は、９点から真北３２２度５９分１０秒１１．５４メート

ルの地点

ウ 面積

９５１．３０平方メートル

	 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

東予市河原津甲１１８８番地先の公有水面及び陸域

イ 区域
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次のＡ点からＪ点までを順次直線で結んだ線及びＪ

点とＡ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（東予市河原津甲１１８８番地先北物揚場に設置さ

れた金属鋲）は、北緯３３度５８分２４秒、東経１３３度０４分

１２秒の地点

Ａ点は、基点から真北１４度５７分５７秒２０．９４メートル

の地点

Ｂ点は、Ａ点から真北１４２度３２分３１秒１１．６９メート

ルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北５２度００分３９秒２９．４０メートル

の地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北８３度３５分１６秒２７．２２メートル

の地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北１１５度０９分５３秒３５．９６メート

ルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北１９５度５９分２７秒３６．３１メート

ルの地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北２３２度５９分１０秒１２２．４６メート

ルの地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北３２２度５４分２５秒６８．００メート

ルの地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北５２度５９分１０秒２８．５０メートル

の地点

Ｊ点は、Ｉ点から真北３２２度５４分２５秒１０．６０メート

ルの地点

ウ 面積

９，８５１．１１平方メートル

３ 埋立地の用途

漁港施設用地

４ 出願年月日

平成１５年５月１６日

�公 告

宅地建物取引主任者資格試験の実施について

宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第１６条の２第

１項の規定による愛媛県知事の委任に係る平成１５年度宅地建

物取引主任者資格試験を次のとおり実施する。

平成１５年６月６日

財団法人 不動産適正取引推進機構

理事長 小野 �久
１ 試験の日時

平成１５年１０月１９日（日）午後１時から午後３時まで

ただし、宅地建物取引業法第１６条第３項の規定により、

国土交通大臣が指定する者が行う講習を受講し修了試験に

合格した者で、試験の一部免除を受けようとする者につい

ては、午後１時１０分から午後３時まで

２ 試験の場所

受験申込みの受付の際に指定する。

３ 受験資格

年齢、性別、学歴等に関係なく、だれでも受験すること

ができる。

４ 受験申込書の配布

� 配布期間

平成１５年７月７日（月）から同年８月１日（金）まで

（ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。）の午前９

時３０分から午後４時３０分まで。

	 配布場所

社団法人愛媛県宅地建物取引業協会本部（松山市平和

通六丁目５番地１愛媛不動産会館２階）及び各支部（所

在については、本部に照会すること。）

なお、郵送により受験申込書を請求する場合は、封筒

の表に「宅地建物取引主任者資格試験申込書請求」と朱

書し、所要の郵便切手を貼ったあて先記入の返信用封筒

を同協会本部へ送付すること。

５ 受験申込書の受付期間

平成１５年７月２８日（月）から同年８月１日（金）までの

期間で、午前９時３０分から午後４時３０分まで。ただし、正

午から午後１時までは除く。

�愛媛県告示第１３０９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１５年６月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５松局伊土検（開）第７号

平成１５年５月２２日
伊予市米湊字野中１３４１番１

伊予市稲荷甲６１４番地
田 中 達 司

１５松局伊土検（開）第８号

平成１５年５月２３日 伊予市尾崎字天神下７１－１、７１－３、７１－５、７１－６及び７１－７

松山市余戸中二丁目１５－２６
有限会社 伍建
代表取締役 栗 坂 善一郎
伊予市尾崎７１－３

向 井 惣 平

１５松局建（開）第７号

平成１５年５月２３日
北条市常保免字弐反地３３番１

北条市辻３６２番地
渡 部 宣 弘

雑 報
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６ 受験申込書の提出先

社団法人愛媛県宅地建物取引業協会本部（松山市平和通

六丁目５番地１愛媛不動産会館４階）に提出すること。

なお、郵送による場合は、簡易書留郵便又は配達記録郵

便で提出すること（平成１５年７月７日（月）から同年８月

１日（金）までの日付けの消印のあるものに限り有効とす

る。）。

７ 受験手数料

７，０００円

８ 合格発表

平成１５年１２月３日（水曜日）

９ 問い合わせ先

社団法人愛媛県宅地建物取引業協会本部

〒７９０―０８０７ 松山市平和通六丁目５番地１

愛媛不動産会館２階

ＴＥＬ （０８９）９４３―２１８４
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